
 

 

 

 

 

交通局職員の懲戒処分について 
 

 

本日付けで、次のとおり職員の懲戒処分を行いましたので、お知らせします。 

 

１ 旅客に対する不適切な言動 

 

２ 自己判断による手動運転及び虚偽報告 

 

３ 寝過ごしによる遅発運行 

 

４ 乗客の乗せ損じ 

 

 

 

所 属 職 名 年齢 処分内容 事案の概要 

自動車本部 

滝頭営業所 

バス運転手 

運輸職員 40 代 減給１号 

令和７年８月 10 日、78 系統根岸駅前 10 時

10 分発磯子駅前行を運行中、お客様に対し、

不適切な発言を行った。 

所 属 職 名 年齢 処分内容 事案の概要 

高速鉄道本部 

川和乗務管理所 

運転士 

運輸職員 30 代 戒告 

 令和７年６月 26日、終点の中山駅にて折り

返す際、自動運転に設定すべきところ、機器操

作を誤り、手動運転の設定とした。 

その後、設定の誤りに気付いたにもかかわら

ず、その場での報告を怠り、自己判断で手動運

転のまま運転を継続した。 

さらに、乗務終了後、上司から運転時の状況

について問われた際、虚偽の報告を行った。 

所 属 職 名 年齢 処分内容 事案の概要 

自動車本部 

保土ケ谷営業所 

バス運転手 

運輸職員 50 代 戒告 

令和７年７月 30 日、25 系統保土ケ谷駅西口

14 時 19 分発横浜駅西口行を運行する際、バス

車内で待機中に寝過ごしたことにより約 13分

の遅発を発生させた。 

自動車本部 

本牧営業所 

バス運転手 

運輸職員 60 代 戒告 

令和７年７月９日、105 系統横浜駅前 11 時

18 分発本牧車庫前行を運行する際、バス車内

で待機中に寝過ごしたことにより約 16 分の遅

発を発生させた。 

所 属 職 名 年齢 処分内容 事案の概要 

自動車本部 

滝頭営業所 

バス運転手 

運輸職員 30 代 戒告 

 令和７年８月６日、高速貸切バスを運行中、

休憩のために立ち寄った高速道路のサービスエ

リアを出発する際、車内最後部までのお客様乗

車確認を怠り、４名のお客様が乗車していない

にもかかわらず出発した。 

お問合せ先 

交通局人事課 Tel 045-671-3164 

令和７年 11 月 28 日 
交 通 局 人 事 課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 


